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常務理事候補者募集要項



社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会
１　募集内容
　社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、常務理事候補者を募集します。
　選考の結果、合格者においては、本会の常務理事候補者として内定し、理事会において理事候補者の議決及び評議員会において理事としての選任の議決を経て、理事会での常務理事選定の議決で互選された場合に、常務理事に就任することとなります。
	募集区分
	職務の概要
	募集人数

	常務理事候補者
	理事会の方針等に従い、常勤役員として会長・副会長を補佐し、適正かつ健全な組織運営を実現するため、必要な業務を行います。
	１名


２　求める人材イメージ
　社会福祉事業の経営に精通しかつ社会福祉に優れた見識を有し、高いコンプライアンス及びマネジメント能力を有するとともに、地域福祉の推進を図るためにリーダーシップを発揮できる人材を募集します。
３　応募資格
次の（１）から（３）までのすべての要件を満たす者
（１）次のすべての要件を満たす者
①昭和３７年４月２日から昭和４３年４月１日までに生まれた者
②令和８年４月１日から職務を遂行できる者
③法人等において役員や管理職としてマネジメント業務の経験を５年以上有する者又はそれと同等の経験を有する者
　　④本会の目的及び事業を理解し、適正かつ健全な組織運営・経営に貢献する意欲のある者
（２）次のいずれかに該当する者
①日本国籍を有する者
②出入国管理及び難民認定法による永住者
③日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者
（３）次のいずれにも該当しない者
①物品の製造若しくは販売若しくは本会の事業に関連する業務の請負を業とする者で、本会と取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの者が法人であるときはその役員
（同等以上の職権又は支配力を有する者を含む）
②社会福祉法第４４条第１項に該当する者
	（役員の資格等）
第４４条　第４０条第１項の規定は、役員について準用する。
【第４０条第１項】
次に掲げる者は、評議員となることができない。
１　法人
２　心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
３　生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
４　前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
５　第５６条第８項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
６　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（第１２８条第１号２及び第３号において「暴力団員等」という。）
【第５６条第８項】
　所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに１年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。


４　試験日程・会場
	＜第１次選考＞書類選考（受験申込書等及び論文）
令和７年１２月２日（火）に、申し込み時にご指定いただいたe-mailに結果通知書を送信します。なお、合格者には受験票を併せて送信します。
＜第２次選考＞面接試験（個別）
第１次選考合格者に次のとおり実施します。
（１）日時　　令和７年１２月１４日（日）
※時間等の詳細は、受験票でご確認ください。
（２）会場　　浦和ふれあい館　会議室
住所：さいたま市浦和区常盤９－３０－２２
（３）通知　　令和７年１２月２５日（木）に、各受験者にe-mailにて
結果通知書を送信します。


※障害の特性などの理由により、試験を受験する際に必要な配慮がありましたら、受験申込書に記載してください。なお、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
※受験に必要な交通費については、各自でご負担ください。
※結果通知書等が届かない場合は、「９　問い合わせ・応募申込先」までご確認ください。
※面接試験は、実際にお越しいただき、対面にて実施することとしています。
ただし、やむを得ない状況により、日程等を変更する場合がありますので、ご了承ください。
５　応募方法
（１）受付期間　令和７年１０月２７日（月）～令和７年１１月２５日（火）
※土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律に規定されている休日は除きます。
※受付時間は、各日８：３０～１７：１５となります。
※受付期間を過ぎた場合は、理由のいかんを問わず受理できません。
（２）応募先　　「９　問い合わせ・応募申込先」に応募者本人がご持参ください。
（３）提出内容 「６　提出書類等」の①受験申込書、②職務経歴書、③論文
６　提出書類等
提出書類は次表のとおりです。申し込みの際に①から③までをご持参ください。
受験申込書の様式は、本会ホームページからダウンロードすることができます。
	①受験申込書
（別紙様式：「受験申込書(常務理事候補者選考試験)」）
	様式の記載事項に従って記入のうえ、直近３か月以内に撮影の写真を貼付してください。
※写真が剥がれた時の紛失等を防止するため、写真の裏面に氏名を記入してください。

	②職務経歴書
	業務内容など具体的に記載してください。
※様式は任意とします。

	③論文
	次のテーマについて、８００字以内で記述してください。
※様式は任意とします。
※パソコン等による出力も可とします。
【テーマ】
地域共生社会の実現に向けた社会福祉協議会の役割について、あなたの考えを述べてください。


※書類不備の場合は受付できません。
※応募書類は返却しません。
※受験者の個人情報については、選考試験及び選考に関する事務の目的以外には使用しません。
７　合格から就任までのスケジュール等
（１）合格者は、本会の常務理事候補者として内定し、令和８年３月開催予定の本会理事会において理事候補者の議決、評議員会において理事としての選任の議決を経て、理事会での常務理事選定の議決で互選された場合に、常務理事に就任することになります。
※ただし、理事会において理事候補者として不承認となった場合又は評議員会において理事として不承認となった場合並びに理事会において常務理事選定の議決で互選されなかった場合は、内定を取り消します。
（２）第２次選考合格者として候補者内定後、次のことが明らかになった場合は内定を取り消します。

　　①応募資格がないこと。
　　　②受験申込書等の記載に虚偽又は不正があること。
　　　③心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと判断されたとき。
８　任期、報酬等
（１）任期
①役員の任期は概ね２年間ですが、今期は、令和９年６月頃開催予定の定時評議員会の終結の時までとなります。
※ただし、理事会及び評議員会において、任期中の業績、能力が優れていると判断された場合には、１期概ね２年間（最長で計４年間）、再任されることがあります。なお、原則として、任期終了の年の３月３１日時点で６５歳に達している場合には、再任されません。
②当該役員としての能力、資質が不適格と判断された場合には、任期途中で解任されることがあります。
（２）報酬
令和７年４月１日現在の報酬は次のとおりです。ただし、規則の改正により変更されることがあります。
	職
	月額

	常務理事
	４６５，０００円


（３）諸手当
通勤手当、期末手当がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。
（４）執務時間
役員であることから執務時間の定めはありませんが、常勤役員として基本的には職員と同様に執務していただきます。
※職員の勤務時間
原則として、８：３０～１７：１５（１日：７時間４５分、週：３８時間４５分）　（５）福利厚生
健康保険・厚生年金加入
（６）勤務地
　　本会事務局（さいたま市浦和区常盤９－３０－２２　浦和ふれあい館）
９　問い合わせ・応募申込先
	社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会　総務課総務係
〒３３０－００６１
さいたま市浦和区常盤９－３０－２２　浦和ふれあい館
　　　　ＴＥＬ ０４８－８３５－３１１１
　　 　 ＦＡＸ ０４８－８３５－１２２２


